
 

 

第４号議案 

崇城大学後援会会則の改定について 

標題について、お諮りいたします。 

下記の新旧比較対照表により改定となります。 

 

記 

「崇城大学後援会会則（案）」 新旧比較対照表 

 

新 旧 

第 ４ 章  会 議 

 

（議 決） 

第１５条  会議の議事は、出席者の過半数で決する。 

      非常事態等、会員が一同に参集できない場合 

    は、書面による審議の上、書面表決にて決する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  則 

16．この改正は、令和３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 

第 ４ 章  会 議 

 

（議 決） 

第１５条  会議の議事は、出席者の過半数で決する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  則 
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崇 城 大 学 後 援 会 会 則（案） 

 

 

第 １ 章  総 則 

 

（名 称） 

第 １ 条  本会は、崇城大学後援会と称する。 

 

（事務所） 

第 ２ 条  本会の事務所は、崇城大学事務局庶務課におく。 

 

（目 的） 

第 ３ 条  本会は、本学における教育、研究および文化・体育活動を

援助し、あわせて本学と保護者の緊密な連携のもとに、本学

の発展に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ４ 条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）教育に必要な経費の援助 

（２）研究に必要な経費の援助 

（３）文化・体育活動の援助 

（４）福利厚生に対する援助 

（５）その他必要な援助 

 

第 ２ 章  会 員 

 

（会 員） 

第 ５ 条  本会は、本学学生・大学院生の保護者、本学教職員および

本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。 

 

第 ３ 章  組 織 

 

（役 員） 

第 ６ 条  本会に次の役員をおく。 

  会 長     １名（保護者） 

  副会長     ２名（保護者） 
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  監 事     ２名（保護者） 

  評議員  ５０名程度（保護者・大学） 

  幹 事     １名（大学） 

 

（顧 問） 

第 ７ 条  本会の発展および業務の円滑な運営を図るため、顧問を置

くことができる。顧問は、学長および前会長とし、役員会に

出席して意見を述べることができる。 

 

（役員の任務） 

第 ８ 条  本会の役員の任務は、次の通りとする。 

（１）会 長・・会務を総括し、会議の議長となる。 

（２）副会長・・会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。 

（３）監 事・・本会の業務、会計を監査しその結果を総会に報

告する。 

（４）評議員・・会務に参与し、重要事項を審議する。 

（５）幹 事・・本会の事務を行う。 

 

（役員承認） 

第 ９ 条  本会の役員は、総会において承認する。 

 

（役員選出） 

第１０条  本会の役員の選出は次の通りとする。 

（１）本会の役員は、保護者から各学部・学科各年次ごと１名な

らびに大学教職員から以下の第３号、第４号に基づく人数を

選出する。 

（２）会長、副会長および監事は、役員会で選出し、その他の役

員は評議員となる。 

（３）大学教職員からの役員は、副学長、学部長、事務局長、学

生部長、教務部長、就職部長、図書館長とする。 

（４）後援会長が必要と認めたときは、その他の教員および事務

職員を加えることができる。 

（５）大学庶務課長は、幹事となる。 

 

（役員の任期） 

第１１条  本会の役員の任期は、次の通りとする。 
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（１）役員の任期は、総会より次期総会までの１年間とし、再任

を妨げない。 

（２）役員に欠員を生じたときは、役員会で後任者を選出し、そ

の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第 ４ 章  会 議 

 

（会議の種別） 

第１２条  本会の会議は、総会、役員会、臨時役員会の３種とし、会

長が招集する。 

２  総会は、年１回（６月）の開催とする。 

３  役員会は、総会前と総会後に開催する。 

４  臨時役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

 

（会議の構成） 

第１３条  総会は、第５条の会員をもって構成する。 

２  役員会および臨時役員会は、第６条の役員をもって構成す

る。 

 

（会議の機能） 

第１４条  総会は、次の事項を審議する。 

（１）会務の報告 

（２）予算および決算の報告 

（３）会長、副会長、幹事、評議員の選出結果報告 

（４）その他必要事項 

２  役員会は、次の事項を決定する。 

【総会前】 

（１）総会への提案事項の協議 

（２）事業の報告および決定 

（３）予算および決算の審議および決定 

（４）会長、副会長、監事および評議員の選出 

（５）会則の変更 

（６）その他重要事項の審議 

【総会後】 

（１）総会の反省事項を検討 

（２）その他必要事項 

13



  

３  臨時役員会は、次の事項を決定する。 

（１）緊急な事項の審議 

（２）その他重要事項の審議 

（議 決） 

第１５条  会議の議事は、出席者の過半数で決する。 

      非常事態等、会員が一同に参集できない場合は、書面によ 

    る審議の上、書面表決にて決する。 

 

 

 

第 ５ 章  会 計 

 

（会 費） 

第１６条  本会の会費は、本学入学時に納入する委託徴収金（後援会

費）の２８，０００円とする。 

２  同一後援会員より、同時期に学生２名以上が在籍している

場合の会費は、１名分とする。 

 

（納入金の処理） 

第１７条  納入された会費は返却しない。 

 

（運営資金） 

第１８条  本会の運営資金は、前条第１項の後援会費および本会の趣

旨に賛同した有志の寄付金を充てる。 

 

（予算および決算） 

第１９条  予算および決算は、総会の承認を得なければならない。 

 

（会 計） 

第２０条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日

に終る。 

 

第 ６ 章  その他 

 

（会則の変更） 

第２１条  本会の会則の変更は、役員会で審議し総会でその承認を受
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けなければならない。 

 

（支 部） 

第２２条  本会には、地方支部を置くことができる。 

附  則 

１．この会則は、昭和４４年 ４ 月 １ 日から施行する。 

２．この改正は、昭和４６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３．この改正は、昭和５０年 ４ 月 １ 日から施行する。 

４．この改正は、昭和５３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

５．この改正は、昭和５８年 ４ 月 １ 日から施行する。 

６．この改正は、平成 ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

７．この改正は、平成１２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

８．この改正は、平成１４年 ４ 月 １ 日から施行する。 

９．この改正は、平成１６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

10．この改正は、平成１７年 ４ 月 １ 日から施行する。 

11．この改正は、平成２２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

12．この改正は、平成２３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

13．この改正は、平成２５年 ４ 月 １ 日から施行する。 

14．この改正は、平成３１年 ４ 月 １ 日から施行する。 

15．この改正は、令和 ２ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

16．この改正は、令和 ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 
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